
生活保護法における
介護扶助の実施について

川崎市役所健康福祉局生活保護・自立支援室
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１．被保護者における介護扶助実施について
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【生活保護受給者と介護保険の関係】

<６５歳以上の被保護者>

⇒介護保険の第１号被保険者として、利用者負担分（１割）が介護
扶助として給付されます。

<４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者>

⇒特定１６疾病により介護が必要と認定された場合、介護保険の
第２号被保険者として、利用者負担分（１割）が介護扶助として
給付されます。

<４０歳以上６５歳未満の医療保険未加入者>

⇒介護保険の被保険者にはなれませんが、特定１６疾病により介護
が必要と認定された場合、生活保護より介護に要した費用の全額
（１０割）が給付されます。



【介護保険給付と介護扶助の適用】

介護保険サービスの区分支給限度基準額
保険給付 利用者負担

（９割） （1割）

被保護者でない
介護保険被保険者

介護保険給付 自己負担

被保護者の
介護保険被保険者

介護
扶助

（第１号・第２号） (１割)

生保１０割者
介護扶助（１０割）

※サービス計画作成等のケアマネジメント費用を含む
自己負担

超過分／
別途利用
者負担分

自己負担介護保険給付
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＊太枠で囲まれた部分が生活保護から介護扶助として国保連を
通じて給付されます。



２.福祉事務所における
介護扶助の決定について

1.被保護者が新たにサービスを利用する際は、事前に福祉事務所への申請が

必要です。

2.「サービス利用票及び別表」は、介護券の発行に必要な書類ですので、

毎月福祉事務所に提出をお願いします。

3.介護保険の支給限度額を超えるサービスや対象外のサービスについては、

介護扶助による給付は認められません。

＊詳しくは福祉事務所にお尋ねください。
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●介護扶助の実施にあたって以下の３点にご注意ください。



３．介護券について
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●被保護者については、介護券が発行されます。

必ず介護券に基づいて国保連に介護扶助費の請求を行ってください。

なお被保護者であっても、自己負担が生じる場合があります。自己負担額に
ついては、介護券の「本人支払額」の欄にて確認し、介護報酬請求の際には
「公費分本人負担」の欄にその金額を記入の上、国保連に請求してください。

（左下が月１回２１日頃送付する集合券、右下が個別・随時に発行する単独券）
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介護扶助の請求、支払いには
「介護券」が必要です

・介護扶助の「（予防）訪問看護」、「（予防）居宅療養管理指導」

について

⇒サービスの請求を行うためには、指定医療機関としての届出に加え、

指定介護機関としての届出が必要です。

指定介護機関としての指定を受けた上で、毎月必ず福祉事務所から

介護券の発券を受け、内容を確認の上で請求を行ってください。
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「（予防）居宅療養管理指導」に関する注意点

・福祉事務所では、ケアマネジャーから提出を受けた「サービス利用票

及び別表」により利用サービスを確認して介護扶助の決定し、介護券

を発券しています。

しかし「（予防）居宅療養管理指導」についてはケアプラン外

（区分支給限度額外）であるため、福祉事務所での確認が困難です。

介護扶助の給付に必要な介護券をケースワーカーが発券できるように、

「（予防）居宅療養管理指導」サービスを請求する場合

は必ず「サービス利用票及び別表」に記載してください。



４．生活保護法における指定介護機関の指定等

 大きく分けて以下の３つの手続きがあります。

①指定を受けるとき

②変更をするとき

③廃止したとき

介護保険での事業所の指定日が平成２６年６月３０日以前と、

平成２６年７月１日以降で手続きが異なるので注意してください。

●各申請書については福祉事務所で受け取ることができるほか、

川崎市のホームページ（トップページ→くらし・手続き→福祉・介護

→生活保護法指定介護機関の申請・届出について）からダウンロード

できます。

●また各申請書について令和３年４月１日以降は押印廃止

となっておりますのでご注意ください。
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9平成２６年７月１日以降に介護保険から事業所の指定を
受けた場合は、原則生活保護での指定手続き不要です。



＊生活保護の指定は、介護保険による指定を受けた

サービスが対象になります。

提出書類

・生活保護法指定介護機関指定申請書（第５８号様式の２）

・誓約書

提出先

事業所の所在地を管轄する福祉事務所

川崎市以外の事業所については、事業所所在地の

生活保護主管課に相談してください。
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・変更の届出が必要な事項

事業所、開設者、管理者等について変更が生じた場合

提出書類 生活保護法指定介護機関変更届書（第５９号様式の２）

提出先 事業所の所在地を管轄する福祉事務所

＊川崎市内での移転による変更の場合は、移転後の所在地を

管轄する福祉事務所へ提出をお願いします。
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②変更について（全事業所対象）



・廃止の届出が必要な事項

1.事業所全体、または指定事業の一部を廃止する場合

2.事業所番号の変更、川崎市外へ事業所が移転する場合 等

提出書類 生活保護法指定介護機関廃止・休止届書

（第６０号様式の２）

提出先 事業所の所在地を管轄する福祉事務所

＊平成２６年７月１日以降に介護保険の指定を受けた事業所に

ついては、介護保険に廃止手続きを行うと生活保護の廃止も

同時に行われるので手続き不要です。
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③廃止について
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●その他の申請について（全事業所対象）



５．生保１０割者の介護給付費の
取り下げについて

14

介護保険の被保険者でない４０歳以上６５歳未満の要保護者

（生保１０割者）の介護給付費の取り下げを行う場合は「介護

給付費取下依頼書【生保１０割者用】」を記入の上、福祉事務

所へ提出してください。

「介護給付費取下依頼書」については福祉事務所で受け取るほか、

各申請書と同じく川崎市のホームページ（トップページ→くらし・手

続き→福祉・介護→生活保護法指定介護機関の申請・届出について）

からダウンロードできます。
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終


